
 

 

協会けんぽの財政基盤を強化するための緊急要請 

  

昨年度末で切れてしまった協会けんぽに対する財政特例措置をさらに２年間

延長すること等を内容とする「健康保険法等の一部を改正する法律案」が本日

成立しました。この改正により、平成25、26年度の2か年の間は、現在の協会

けんぽの平均保険料率10％を維持することができる見通しとなり、平成20年の

協会設立以降、毎年保険料率を大幅に引き上げてきた流れをようやく止めるこ

とができました。関係者の皆さまに御礼申し上げます。 

 

しかし、今回の改正は、現行の特例措置を２年間延長するという当面の対応

であり、協会けんぽの赤字財政構造は何ら変わっていません。現在の財政構造

のままでは、平成27年度には再び累積赤字に転落し、29年度には２兆円規模の

累積赤字に至る見通しです。協会けんぽの財政が再び累積赤字となる平成27年

度までの２年の間に、協会けんぽをはじめ被用者保険全体の持続可能性を維持

するための制度改正の実現が何としても必要です。協会けんぽの加入者の大半

は中小企業であり、協会けんぽの財政問題は中小企業の経営、従業員の雇用、

生活に直結します。 

 

協会けんぽは、一保険者を超えた、被用者保険の最後の受け皿としての機能

を担っており、協会けんぽの破綻は、被用者保険の破綻、国民皆保険の破綻に

繋がるものであります。現在、社会保障制度改革国民会議において今後の社会

保障制度の在り方が議論されていますが、医療保険制度の持続可能性を維持す

るに当たり優先すべきは、協会けんぽの財政基盤の強化であり、今、まさに、

その実現に向けた具体的方向性が示されることが必要です。 

 

協会けんぽの財政基盤の強化のために、協会けんぽに対する国庫補助割合を

健康保険法本則が定める上限 20％まで引き上げるとともに、既に限界にある現

役世代の負担を軽減するために、公費負担の拡充をはじめとする高齢者医療の

負担の在り方の見直し、医療費の支出面に着目した制度改革の実現が急務です。 

協会けんぽとしては、国及び政府に対して、一刻も早く、これら制度全体の

見直しの実現を強く望みます。 

 

平成25年 5月24日 

全国健康保険協会 

理事長 小林 剛 

平成 25年 5月 27日  第 63回社会保障審議会医療保険部会 委員提出資料 2 


